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コンプライアンス委員会規程 
 
第１条（⽬的） 
  本規程は、本協会の「コンプライアンス規程」に基づき設置されたコンプライアンス委員会（以下「本委員

会」という）の運⽤について規定する。 
２  本委員会は次に掲げる業務を⾏うことを⽬的とする。 

(１)本協会のコンプライアンスの推進に向けた施策について理事会に答申すること（以下「コンプライ
アンス推進業務」という） 

(２)法令等違反⾏為の調査を実施すること（以下「調査業務」という） 
 
第２条（組織） 

1 本委員会は、5 名程度の委員で構成し、本協会の会⻑を委員⻑とし、その他の委員は理事の中から理事会
の決議をもって選任される。ただし、本委員会の委員は倫理委員会の委員と兼務してはならない。 
2 委員の任期は選任された時点における理事の任期が満了するまでとする。ただし委員が理事である場合で
あって任期満了後に理事として再任された場合、委員として再任されることを妨げない。 
3 委員が理事である場合、辞任、解任⼜はその他の理由により理事の職務が任期満了前に終了した場合、当
該委員の職務も当然に終了するものとする。 
4 本委員会の委員⻑が不在または事故のときは、別に定められた順序に従って他の委員が委員⻑の職務を⾏
う。 
5 本委員会の会議の⽬的事項について、委員⻑が特別の利害関係を有するときは、その事項の審議について、
別に定められた順序に従って他の委員が委員⻑を代⾏する。 
6 監事は、本委員会に出席して、意⾒を述べることができる。 

 
第３条（招集） 
  本委員会は、業務の実施において必要と認められるとき、⼜は法令等違反⾏為もしくはそのおそれがあるこ

とが発⾒されたときに、委員⻑の招集により開催する。 
２ 本委員会の開催にあたっては、委員⻑が議⻑となる。委員⻑に事故ある時は、あらかじめ委員⻑が指名

した委員がその職務を代⾏するものとし、指名した委員がいないときは委員の互選により議⻑を選出す
る。 

３ 本委員会は、全委員の３分の２以上が出席しなければ開くことができない。 
４ 本委員会は、審議事項の関係者や参考⼈に対して、委員会への出席を求め、事実の説明や意⾒等を聞く

ことができる。 
 
第４条（決議） 
  本委員会の決議の⽬的である事項は、第２条第 1 項により選任された委員総数の過半数の賛成によって決

する。 
２ 決議の⽬的事項について、本委員会に⽋席する委員があらかじめ書⾯⼜は電磁的記録により賛成の意思

表⽰をした場合、本委員会において賛成の意思表⽰があったものとみなす。 
３ 決議の⽬的事項について特別な利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。 
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第５条（コンプライアンス推進業務） 
 本委員会は、コンプライアンス推進業務として、次に掲げる事項及び理事会から諮問された事項を審議し理事

会に対して答申するものとする。 
(１)コンプライアンスの推進に関する重要な⽅針の策定 
(２)コンプライアンス体制の整備及びコンプライアンスに関する規程案の策定 
(３)コンプライアンスの啓蒙 
(４)コンプライアンスについての対応状況の点検 
(５)その他、コンプライアンスに関し必要な事項 

 
第６条（コンプライアンスの啓蒙） 
 本委員会は、本協会及び加盟団体の役員、職員、登録者並びにその他の関係者に対するコンプライアンスの啓
蒙に努めるものとする。 
２ 本委員会は、前項の⽬的を達成するため、必要に応じて次に定める研修会を定期的に開催する。 

(１)コンプライアンスへの関⼼を⾼め理解をうながすこと 
(２)コンプライアンスに関しての正しい知識を付与すること 
(３)コンプライアンスの実践について動機づけをはかること 

 
第７条（調査業務） 
 本委員会は、本協会関係者からコンプライアンス規程第２条に定める法令等違反⾏為及びその疑いの通報等が
あったとき⼜は⾃ら法令等違反⾏為及びその疑いのある⾏為を知ったときは、直ちに調査の要否を判断のうえ、
必要と判断されるときは速やかに事実関係を調査しなくてはならない。 
 
第８条（調査の⽅法） 
 本委員会は、調査業務の実施にあたり次に掲げる事項を⾏うことができる。 
  (１)通報者、被通報者並びに関係者からの聴取 
  (２)関係資料の調査 
  (３)その他必要な調査 

２ 本協会関係者及び本協会の各部署は、調査業務にあたり、本委員会から協⼒を求められた場合は、これに
協⼒しなければならない。 

３ 本委員会は、本協会関係者に対し、必要となる資料の開⽰を求めることができる。開⽰を求められた者は、
第三者に対する守秘義務やその他の理由により、開⽰に応じないことにつき合理的な理由があると認めら
れる場合でない限り、本委員会の求める資料を開⽰しなければならない。 

４ 本委員会は、前項の資料の開⽰を受けた場合、秘密や個⼈情報の取扱いなどに⼗分に配慮し、善良なる管
理者の注意義務をもってこれを適切に保管管理する。 

５ 本委員会は調査業務にあたり、通報者、被通報者並びに関係者のプライバシーに⼗分に配慮するとともに、
法令及び内部通報制度運⽤規程が定めるところに基づき、通報者等に不利益が及ぶことのないようにしな
くてはならない。 

６ 本協会及び本委員会並びに調査業務に携わる者は、通報者等の承諾または法令に基づく場合等正当な理由
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がない限り、通報等された内容及び調査で得られた個⼈情報を⽬的外において利⽤し⼜は第三者に開⽰し
てはならない。 

 
第９条（調査の委託） 
 本委員会は、調査業務を実施するにあたり、必要と認める場合、加盟団体⼜は弁護⼠等の有識者その他適切と
認められる者に対し、本規程に定める本委員会の義務と同等の義務を負わせたうえで調査業務の⼀部を委託しも
しくは意⾒を答申させることができる。 
 ２ 本委員会は、調査業務の実施において⾼度な中⽴性・公正性・客観性が求められるなど、必要と認める場

合、本協会から独⽴性の⾼い外部有識者⼜は外部有識者で構成される第三者委員会（以下「第三者委員会等」
という）に調査を委託しもしくは意⾒を答申させるものとする。 

 ３ 前項に定める第三者委員会等は、理事会の同意により設置されるものとし、その委員の選任は本委員会が
⾏うものとする。 

４ 本委員会は、第三者委員会等の⼈選にあたり、本協会⼜は本協会関係者の役員、名誉役員、顧客、友⼈、
家族、その他特別な関係にある者（以前にこれらの関係にあった者を含む）など、利害関係を有する者を選任
してはならないものとする。 

 
第１０条（報告） 
 本委員会は、調査の結果、法令等違反⾏為が確認されたときは、次の事項を直ちに理事会及び監事に報告しな
ければならない。この場合、必要と認めた場合には理事会の開催を請求することができる。 
   (１)法令等違反⾏為の具体的内容 
   (２)法令等違反⾏為を⾏った者の⽒名・所属または団体名等 
   (３)法令等違反⾏為が⾏われた時期 
   (４)法令等違反⾏為が⾏われた背景、事情 
   (５)法令等違反⾏為に該当すると判断される法令等の根拠 
   (６)その他法令等の違反に関すること 
 
第１１条（再発防⽌策の答申） 
 本委員会は、調査の結果、法令等違反⾏為が確認されたときは、速やかに法令等違反⾏為等が⽣じた原因を究
明し、理事会に対して是正及び再発防⽌策について答申するものとする。 
 
第１２条（改廃等） 
 本規程の改廃は、コンプライアンス委員会委員⻑が発議し、理事会の決議によって決定する。 
 
付則 
1. 本規程は 2024 年 2⽉ 20 ⽇から施⾏する。 
 
 
 


